第１号様式(第４条)
　　年　　月　　日
広 告 掲 載 申 込 書

(おおた社協だより)

(あて先)

社会福祉法人大田区社会福祉協議会会長

(住　所)　　　　　　　　　　　　　　　

(名　称)　　　　　　　　　　　　　　　

(代表者)　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　「おおた社協だより」に下記のとおり広告を掲載したいので、原稿を添えて申込みいたします。

記


	１．掲載希望号
	□おおた社協だより第　　号　<単体契約>

□おおた社協だより第　　号 ～ 第　　号  <年度契約>

　　　□　二面で　　　枠希望します。

□　三面で　　　枠希望します。

□　四面で　　　枠希望します。

	２．広告掲載料
	金　　　　　　円(消費税・地方消費税込み)

	３.広告の原稿
	※デザインの素案があるときは、別紙等により添付してください。

	４．担　当　者
	(部　署)　　　　　　　　　　(氏　名)

(連絡先)　(　　　　　　　　

　　　　　mail


※裏面をご確認の上お申込みください。

◇料金表

	契　約
	規　格
	広告掲載料（一枠分）

	単体契約
	縦　65㎜

×

横　81㎜
	〇二面・三面　各　金20,000円(別途消費税地方消費税加算)

	
	
	〇四　面　　      金30,000円(別途消費税地方消費税加算)

	年度契約
	
	〇二面・三面　各　金72,000円(別途消費税地方消費税加算)

	
	
	〇四　面　　     金112,000円(別途消費税地方消費税加算)



社会福祉法人大田区社会福祉協議会

広告掲載に関する要綱

(抜　　粋)

（目的）

第１条　この要綱は、社会福祉法人大田区社会福祉協議会(以下「社協」という。)の広報紙等を活用して他の団体等の広告を有償で掲載することに関して、社協が定める定款細則第９条第１項に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(広告の掲載)

第２条　広告が掲載できる媒体は、次の各号に掲げるものとする。

　（１）　おおた社協だより

３　掲載する広告は、社協が提供している情報と誤って認識されることがないよう留意する。

（承諾等)

第６条　前条により広告掲載の申込みを受けたときは、速やかに広告内容等の審査を行い、当該広告掲載希望者に掲載の諾否を書面により回答する。

２　掲載を承諾するときは、次の各号に掲げるもののほか、必要に応じて条件を付することができる。

（１）　広告の原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用するときは、あらかじめ広告掲載希望者において著作権及び肖像権等

の確認を行うとともに、必要に応じて著作権料等を負担すること。

（２）　広告の内容に関する責任は、広告掲載希望者が負うこと。　 

（３）　広告掲載希望者が、反社会的勢力に該当しないこと。

（広告内容の変更等)

第７条　前条により承諾した広告の内容について、広告希望者より変更したい旨の申出があったときは、あらためて原稿の提出を求め審査するものとする。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(広告掲載の制限)

第８条　広告の内容等が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは掲載してはならない。

　（１）　社協の公共性、信頼性及び品位を損なうおそれがあるもの。

　（２）　公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの。

　（３）　公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。

　（４）　法令、社協規程等に違反するもの又はおそれがあるもの。

　（５）　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２条に規定する営業に該当するもの。
　（６）　貸金業、投機的商品及び出資金に関するもの。

　（７）　政治活動又は宗教活動に関するもの。

（８）　東京都暴力団排除条例（平成２３年都条例第５４号）に規定する暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあるもの。

　（９）　個人又は団体の主義主張に関するもの。

　 (10) 　個人の宣伝に関するもの。

　 (11) 　前各号のほか、会長が不適当であると認めるもの。

（契約の解除)

第９条　次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、広告掲載希望者に何ら催告することなく直ちに本契約を解除するものとする。

（１）　前条第１項各号のいずれかに該当することを理由とした、社協からの広告内容の変更等の求めに応じないとき。
　（２）　当該広告の原稿が、あらかじめ定めた期日までに提出されないとき。

（３）  指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき。

（４）　広告掲載希望者が、他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

（５）　広告掲載希望者から提出された書類に、虚偽の記載があったとき。
（６）  広告掲載希望者が、反社会的勢力との関わりがあることが判明したとき。
（７）　広告掲載希望者が、社会的信用を著しく失墜するような行為をしたとき。 

（８）　広告掲載希望者が、社協の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

（９）  社協の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。

（10)　 前各号のほか、前各号に準じる事由があり、広告掲載に特に支障があると認められるとき。
（広告掲載料の請求)

第１０条　広告掲載料の請求は、当該広告掲載後速やかに、別に定める広告掲載料請求書により行うものとする。

２　広告掲載料の請求は、支払期日等必要な条件を付して行うことができる。

３　広告掲載料が指定した期日まで支払われないときは、遅延利息として、その遅延日数に応じて未受領金額に政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率（年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。）で計算した額を請求することができる。

該当する□に「レ」点


を付してください。
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